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議案第８９号及び第９０号関連資料 

特別職及び一般職の職員に係る給与関係条例の改正案の概要 

 

 

１ 改正理由 

  本年の人事院勧告に基づく、国家公務員の給与改定の取扱いに準じて、特別職の期末手当並

びに一般職の勤勉手当及び給料月額を改定するため、条例の一部を改正しようとするものです。 

 

２ 改正内容 

 ２０２２年度の人事院勧告に基づく給与の取扱い 

⑴ 期末・勤勉手当の支給月数の改定（２０２２年１２月支給分から適用） 

① 特別職及び一般職の年間支給月数を０.１月引き上げます。 

                                       (月数) 

 ２０２２年度 ２０２３年度以降 

現行 改正後 増減 現行 改正後 増減 

特

別

職 

６月 ２.１２５ ２.１２５   ０ ２.１２５ ２.１７５ ＋０.０５０ 

１２月 ２.１２５ ２.２２５ ＋０.１００ ２.１２５ ２.１７５ ＋０.０５０ 

計 ４.２５０ ４.３５０ ＋０.１００ ４.２５０ ４.３５０ ＋０.１００ 

一

般

職 

６月 ２.１５０ ２.１５０   ０ ２.１５０ ２.２００ ＋０.０５０ 

１２月 ２.１５０ ２.２５０ ＋０.１００ ２.１５０ ２.２００ ＋０.０５０ 

計 ４.３００ ４.４００ ＋０.１００ ４.３００ ４.４００ ＋０.１００ 

   

② 市議会議員の期末手当については、「明石市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関す

る条例」の規定に基づき、特別職の改定にあわせた取扱いとなります。 

 

③ 再任用職員についても、人事院勧告を踏まえ、年間支給月数を０.０５月引き上げます。 

 

⑵ 一般職の給料月額の引上げ 

① 行政職給料表（平均０.３％引上げ）（２０２２年４月に遡及して適用） 

初任給を３,０００円から４，０００円引き上げるとともに、３０歳台半ばまでの若手

職員の給料月額について、所要の改定（最大３,０００円引上げ）を行います。 

 

② その他の給料表 

    行政職給料表との均衡を基本として、同様の引上げを行います。 

  

⑶ 任期付短時間勤務職員及び会計年度任用職員の給与改定（２０２３年４月実施） 

本市一般職の給与改定に準じて、給料月額及び期末・勤勉手当の支給月数の引上げを行い

ます。 

  

⑷ 改定所要額（全会計ベース） 

２０２２年度：約１億２,１００万円、２０２３年度：約２億２,５００万円 

総 務 常 任 委 員 会 資 料 

2022 年 (令和 4 年 )12 月 9 日 

総 務 局 職 員 室 給 与 担 当 



2 

 

 

３ 改正する条例 

⑴ 明石市職員の給与に関する条例（議案第８９号） 

⑵ 明石市一般職の任期付職員の採用並びに勤務時間及び給与等に関する条例（議案第８９号） 

⑶ 明石市会計年度任用職員の給与等に関する条例（議案第８９号） 

⑷ 明石市立学校職員の給与等に関する条例（議案第８９号） 

⑸ 明石市特別職の職員の給与に関する条例（議案第９０号） 

⑹ 明石市公営企業管理者の設置及び給与等に関する条例（議案第９０号） 

   

４ 施行期日 

公布の日。ただし、給料表に係る改正規定は２０２２年４月１日から適用します。 

また、２０２２年１２月期の期末・勤勉手当に係る改正規定は２０２２年１２月１日から、

２０２３年度以降の期末・勤勉手当に係る改正規定については、２０２３年４月１日から適用

します。 

 


